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１ 制度の概要 
 

（１）目的 

 この制度は、介護人材の慢性的な人手不足である状況を踏まえ、より幅広く新

たな介護人材を確保する観点から、他業種で働いていた方等の介護分野における

介護職としての参入を促進するため、無利子で就職の際に必要な経費に係る支援

金の貸付けを行う制度です。 
 

（２）実施主体 

 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（以下、「県社協」という。） 
 

（３）貸付対象 

 以下の全ての要件を満たす方を貸付対象とします。（詳細は P.３） 

① 次のいずれかの資格を有する方 

・介護福祉士 ・介護福祉士実務者研修修了者 ・介護職員初任者研修修了者 

・介護職員基礎研修修了者 ・訪問介護員（ホームヘルパー）１級課程修了者 

・訪問介護員（ホームヘルパー）２級課程修了者 

② 他業種で働いていた方等であって、千葉県内（以下、「県内」という。）の介

護保険サービス事業所又は施設において介護職員等※として就労した方若しく

は就労を予定している方 

③ 再就職準備金、障害福祉分野就職支援金の貸付けを受けたことがない方 

※「介護職員等」とは、介護保険サービス事業所又は施設等において、介護職員その他主た

る業務が介護等の職種を指します。相談業務や施設長業務は含みません。障害福祉サービ

ス事業所は対象外です。 
 

（４）貸付金額 

 介護職員等として就職する際に必要となる経費２０万円以内で、１人あたり１

回限りとなります。（詳細は P.３） 
 

（５）連帯保証人 

 申請にあたり連帯保証人を立てる必要があります。（詳細は P.４） 
 

（６）返還猶予 

 返還免除を受けるまでの間、県内において介護職員等の業務に従事している期

間は、貸付金の返還を猶予することができます。（詳細は P.７） 
 

（７）返還免除 

 就職後、県内の介護保険サービス事業所又は施設において、介護職員等の業務

に引き続き２年間従事した場合は、貸付金の返還を免除します。（詳細は P.８） 
 

（８）返還 

 貸付契約が解除されたとき等、所定の事由に該当した場合は、当該事由が生じ

た日の属する月の翌月から貸付金を返還していただきます。（詳細は P.９） 
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２ 申請から返還免除までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の場合はその都度届出が必要です。届出がない

場合貸付金返還となることがあります。（P.９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【申請】必要書類を整えて県社協へ提出（提出期限：就職後２か月以内）（P.６） 

【審査・貸付決定】県社協において貸付の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

【契約】貸付決定の場合、県社協から貸付決定者あてに借用証書が送付されるので、指定期限

（１４日以内）までに以下の書類を県社協へ提出（P.６） 

①借用証書 ②貸付金振込先の銀行口座の通帳の写し 

【資金の交付】借用証書に記載された口座に一括交付 

【返還猶予申請】就職後速やかに（概ね資金交付から１か月以内）以下の書類を県社協に提出

（未提出の場合は貸付金返還となります）（P.７） 

①返還猶予申請書（第９号様式） ②業務従事届（第８号様式） 

【返還猶予決定】県社協において返還猶予の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

【業務従事中】 

毎年４月に、前年度の勤務状況

について業務従事届（第８号 

様式）を提出（P.７） 

 

（未提出の場合は貸付金返還と 

なることがありますので、必ず

毎年提出してください） 

①借受人又は連帯保証人の住所、氏名、連絡先、勤務先

などが変わったとき 

②借受人が勤務先を休職したとき 

③借受人が勤務先を退職したとき 

④借受人又は連帯保証人が死亡したとき など 
 

※状況により、事由発生の翌月から貸付金返還となります（P.９） 

【返還免除申請】免除の要件（引き続き２年間県内で介護職員等の業務に従事）到達後、速やかに

以下の書類を県社協に提出（未提出の場合は貸付金返還となります）（P.８） 

①返還免除申請書（第１１号様式） ②業務従事届（第８号様式） 

【返還免除決定】県社協において返還免除の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

 借用証書を返却 
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３ 申請 

 

（１）貸付対象 

 以下の全ての要件を満たす方を貸付対象とします。 

① 次のいずれかの資格を有する方 

・介護福祉士 

・介護福祉士実務者研修修了者 

・介護職員初任者研修修了者 

・介護職員基礎研修修了者 

・訪問介護員（ホームヘルパー）１級課程修了者 

・訪問介護員（ホームヘルパー）２級課程修了者 

② 前職が介護職員等（※１）以外の業種であって、県内の介護保険サービス事業所

又は施設に介護職員等として就労した方若しくは就労を予定している方 

③ 本貸付を一度も利用したことがなく、かつ同種の貸付金（※２）を受けていない

方 

（※１）「介護職員等」とは、介護保険サービス事業所又は施設等において、介護職員その他

主たる業務が介護等の職種を指します。相談業務や施設長業務は含みません。障害福

祉サービス事業所は対象外です。 

（本貸付の対象となる事業所・施設） 

（介護予防）訪問介護 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

（介護予防）訪問入浴介護 地域密着型通所介護 

（介護予防）通所介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 

（介護予防）通所リハビリテーション 地域密着型介護老人福祉施設 

（介護予防）短期入所生活介護 
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅

介護） 

（介護予防）短期入所療養介護 介護老人福祉施設 

（介護予防）特定施設入居者生活介護 介護老人保健施設 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護療養型医療施設 

夜間対応型訪問介護 第一号訪問事業 

（介護予防）認知症対応型通所介護 第一号通所事業 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  

（※２）本資金と同様の目的を持つ他制度（生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、その他

国庫補助事業等を活用した制度）との併用はできません。ただし使途によっては併用

可能となる場合があります。再就職準備金、障害福祉分野就職支援金の貸付を受けた

ことがある方は利用できません。（P.12（１）Ｑ６も参照してください。） 

 

（２）貸付金額 

ア 貸付金額 

 貸付金額は、介護職員等として就職する際に必要となる経費に充当するものと

して、２０万円と利用計画書に記載された額のいずれか少ない方の額とし、貸付

回数は、１人あたり１回限りとなります。 
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（対象経費の例） 

・子どもの預け先を探す際の活動費 

・介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費 

・介護職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の

被服費 

・敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用 

※申請書提出後に転居した場合は、住所変更の届出（住民票を添付）を行っ

てください。 

・通勤用の自転車、バイク又は自動車の購入費 

 

※貸付決定額が５万円の場合、後日１５万円を追加申請することはできません。 

※生活費は対象外です。（就職活動中の休業補償も対象外です。） 

※直接就職準備に結びつかない費用は対象外です。 

※領収書は申請書に添付する必要はありませんが、申請された金額が妥当である

か確認するため提出を求める場合がありますので、保管をお願いします。 

 

イ 貸付利子 

 貸付利子は無利子です。 

 

（３）連帯保証人 

 要件を満たす連帯保証人を立てる必要があります。 

 連帯保証人には借受人と連帯して債務を保証していただくこととなります。 

 連帯保証人には、借受人が返還免除又は返還完了となるまでの間、借受人の状

況に応じた通知が送付されます。 

 万一、借受人の返還が滞った場合には、連帯保証人として債務を負担していた

だくこととなります。 

 

 以下の要件を全て満たす必要があります。 

① 日本国内に居住する成年の方 

② 申請日において７５歳以下の方 

③ 年収１５０万円以上有する方 

※源泉徴収票、確定申告書等の所得金額で判断します。 

④ 無収入の方や生活保護受給者等保証能力のない方以外の方 

⑤ 日本国籍を有する方又は永住者の在留資格を有する方若しくは特別永住者等

の方 

⑥ 千葉県社会福祉協議会が実施する介護福祉士修学資金、社会福祉士修学資金、

実務者研修受講資金、再就職準備金、介護分野就職支援金、福祉系高校修学資

金、生活福祉資金等の貸付における借受人又は保証人等になっていない方 
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（４）必要書類 

ア 必要書類 

 以下の書類を県社協に提出（郵送可）してください。（様式一覧は P.15） 

 必要書類 申請者 連帯保証人 

１ 

介護分野就職支援金貸付申請書（第１号様式） 

※印鑑登録証明書と同一の印を押印してください。 

※200 円の収入印紙を貼付し、印紙と申請書にかかるよう

に消印（連帯保証人の印）を押してください。 

◎ ◎ 

２ 利用計画書（第２号様式） ◎  

３ 
雇用（内定）証明書（第３号様式） 

※就職先が証明するもの 
◎  

４ 資格証明書の写し ◎  

５ 
住民票（発行後３か月以内の原本。世帯全員の記載がある

もの。個人番号及び本籍地未記載のもの。） 
◎ ◎ 

６ 
印鑑登録証明書（発行後３か月以内の原本） 

※申請書の押印と同じもの 
◎ ◎ 

７ 
顔写真付きの本人確認書類の写し（運転免許証、パスポー

ト、個人番号カード（マイナンバーカード）※個人番号部

分を消したもの 等） 

◎ ◎ 

８ 
直近の所得金額を証する書類 

（源泉徴収票の写し、確定申告書（控）の写し等） 

（就労中の方のみ） 

◎ ◎ 

９ 

（自動車購入費申請者のみ） 

申請者名義の車検証の写し・通勤届の写し 

※購入前の場合は、申請時に申請者名義の見積書、契約書

等の写しを提出し、購入後に領収書及び車検証の写しを

提出してください。 

◎  

10 
（転居費用等申請者のみ） 

見積書、契約書の写し等 
◎  

11 
（日本国籍を有していない方のみ） 

在留カードの写し（表・裏） 
◎ ◎ 

12 個人情報の取扱いについて ◎ ◎ 

 

イ 貸付申請書等 

 千葉県福祉人材センターホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県福祉人材センター（千葉県社会福祉協議会）ホームページ 

【URL】https://www.chibakenshakyo.net/loan/nursingsupportmoney/ 

   ［千葉県福祉人材センタートップページ 

      ⇒「就職・再就職」などのサポート 

         ⇒①貸付事業（介護・福祉分野） 

            ⇒介護分野就職支援金］ 
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ウ 記入上の注意 

① 記載内容を訂正する場合は、修正テープや修正液を使用せずに訂正箇所に二

重線を引いて、訂正印を押印してください。 

② 消せるボールペンで記入しないでください。 

※記入漏れや書類の不備がある場合、貸付の可否を判断することができませんの

で、必ず全ての書類を揃え、かつ、全ての項目をご記入ください。 

記入漏れがある場合や必要書類の添付漏れがある場合は、申請書を受理できま

せんので、ご注意ください。 

 

（５）申請期限 

・令和７年２月１日から令和７年３月３１日に就職した方 

 令和７年５月３０日（金）【県社協必着】 

・令和７年４月１日から令和８年１月３１日に就職した方 

 就職した日から２か月以内【県社協必着】 

 

※令和７年度分の最終受付期限は、令和８年２月２０日（金）【県社協必着】とな

ります。（令和７年１２月２１日から令和８年１月３１日に就職した方はご注

意ください。） 

※令和８年２月１日以降に就職した方は、令和８年度での受付となります。 

 

 

４ 貸付決定・交付 

 

（１）審査及び貸付決定 

① 県社協が貸付の可否を決定します。 

② 貸付の可否を貸付決定（不承認）通知書により申請者に通知します。 

 

（２）契約 

① 貸付決定者に借用証書を送付します。 

② 貸付決定者は、以下の書類を指定期限（１４日以内）までに簡易書留や特定

記録郵便などの追跡可能な方法で、県社協に送付してください。 

Ａ 借用証書 

・貸付申請書と同じ印（印鑑登録証明書と同一の印）を押印してください。 

・収入印紙を貼付し、消印を押してください。 

（10万円以下は 200円、10万円超 50万円以下は 400円） 

Ｂ 通帳の写し（借受人本人口座に限る） 

※通帳アプリ利用等により紙の通帳がない場合は、アプリの画面のコピー又

はキャッシュカードのコピーで差し支えありません。（金融機関名、支店
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名、口座名義人（カナ）のすべてがわかるもの） 

※送金エラー防止のため、必ず口座名義人のカナがわかる書類を提出してく

ださい。（漢字又はアルファベットのみの表記は不可） 

※金融機関へ在留資格の更新手続きや住所変更の手続きを行っていない場

合、送金ができませんので、所定の手続きを忘れずに行ってください。 

 

（３）資金の交付 

 借用証書に記載された借受人本人の口座に一括で送金します。 

 

※借用証書に不備がある場合は、資金の交付が遅くなることがあります。 

 

 

５ 返還の猶予・免除 

 

（１）返還猶予申請 

 次のいずれかに該当することについて申請があり、県社協会長が認めるときは、

その事由が継続する期間、貸付金の返還債務の履行を猶予します。 

・県内において介護職員等※の業務に従事しているとき 

・災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき 

※「介護職員等」とは、介護保険サービス事業所又は施設等において、介護職員その他主た

る業務が介護等の職種を指します。相談業務や施設長業務は含みません。障害福祉サービ

ス事業所は対象外です。 

 

 ア 申請書類 

① 返還猶予申請書（第９号様式）（様式及び記載例は P.31・32） 

② 業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式）（様式及び記

載例は P.２７～３０） 

③ 猶予申請の理由を確認するための書類 

・被災したとき：罹災証明書 

・傷病のため休職するとき：医師の診断書 

（様式は任意ですが、傷病名、療養を要する期間、傷病により就労不能であることが記

載されたものを提出してください。） 

・出産・育児のため休職するとき：母子手帳（表紙）のコピー 

 

※返還猶予申請は、貸付金の交付を受けてから（又は就職してから）１か月以内

に、必ず提出してください。その後も、被災、心身の故障、休職、退職し求職

活動中などの事情が生じた場合は、その都度返還猶予申請が必要です。申請が

行われない場合や申請内容が認められない場合は、返還となります。 
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イ 審査・決定 

 申請書類を審査の上、返還猶予の可否を決定し、借受人に文書で通知します。 

 指定業務従事以外の理由で申請する場合の猶予期間は、最長１年間です。 

（ただし事由により、再申請・再審査を経て延長できる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）返還免除申請 

 次のいずれかに該当することについて申請があり、県社協会長が認めるときは、

貸付金の返還債務を免除します。 

・介護職員等として就労した日から、県内において２年の間、引き続き介護職員

等の業務に従事したとき 

・介護職員等として従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業

務に起因する心身の故障のため介護職員等として継続して従事することができ

なくなったとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 申請書類 

①  返還免除申請書（第１１号様式）（様式は P.34） 

②  業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式）（様式及び記載

例は P.27～30） 

   

イ 審査・決定 

 申請書類を審査の上、返還免除の可否を決定し、借受人及び連帯保証人あてに

文書で通知します。免除決定の場合は、借用証書を借受人に返還します。 

 

【留意事項】 

・介護職員等の業務に従事している間は、毎年４月に業務従事届（現況報告書・業務従事期間

証明書）（第８号様式）を提出してください。（前年度の業務状況を証明するため、４月に提

出してください） 

・返還猶予期間中に退職し他の介護保険サービス事業所に転職した場合は、変更届（第６号様

式）及び業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式）を速やかに提出して

ください。この場合、前の職場と現在の職場の両方について、業務従事届を提出する必要が

あります。 

【留意事項】 

・「２年の間」とは、在職期間が通算７３０日以上、かつ業務従事日数が３６０日以上としま

す。 

・法人における人事異動等により、貸付けを受けた者の意思によらず、県外において業務に従

事した期間については、勤務先の所在地が県外であっても上記の期間に算入します。 

・災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により業務に従事できない期間が生じた場合（前

記５（１）の返還猶予が認められている場合）は、上記の期間には算入しないものとします

が、引き続き介護職員等の業務に従事しているものとして取り扱います。 
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（３）届出義務 

 借受人（連帯保証人）は、次に掲げる事情が発生した場合は、速やかに県社協

に届出が必要です。 

 届出がない場合、借受人及び連帯保証人あてに文書・電話で提出依頼を行うほ

か、貸付金を返還いただく場合がありますのでご注意ください。 

 

ア 借受人又は連帯保証人の住所・氏名・勤務先その他の重要な事項に変更があっ

たとき 

① 住所・氏名・勤務先等変更届（第６号様式）（様式は P.25） 

② 変更を確認するための書類 

・住所変更の場合･･････住民票（発行後３か月以内の原本） 

・氏名変更の場合･･････戸籍謄本・抄本（発行後３か月以内の原本） 

（旧姓が表示されている住民票の原本、又は運転免許証の書

き換えで確認できる場合はコピーでも可） 

・勤務先変更の場合････退職した勤務先と現在の勤務先両方の業務従事届（現

況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式） 

イ 貸付を辞退するとき 

①  辞退届（第５号様式）（様式は P.24） 

② （貸付金の交付を受けている場合）返還届（第１０号様式）（様式は P.33） 

ウ 借受人が死亡したとき（親族又は連帯保証人は、借受人死亡届（第７号様式）に事実を

確認できる書面（除籍証明書又は死亡診断書の写し）を添えて届け出てください。） 

→ 次章「６ 返還」も併せてご確認ください。 

 

 

６ 返還 

 

（１）返還の要件 

 借受人が次のいずれかに該当した場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌

月から貸付金を返還していただきます。 

 

ア 貸付契約を解除されたとき（次章「７ 契約解除」参照） 

イ 県内において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき 

ウ 介護職員等の業務外の事由で死亡し、又は心身の故障で業務に従事できなかっ

たとき 

エ 他の業種・職種へ転職したとき 

（「他の業種・職種」とは、P.３の「介護職員等」以外の業種・職種を指します。） 
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（２）返還手続き 

ア 提出書類 

①  返還届（第１０号様式）を速やかに提出してください。（様式は P.33） 

（返還届が提出されない場合は、県社協が職権で返還決定し、一括返還となる場合があり

ます。） 

② 返還しなければならない理由により、以下の書類を添付してください。 

・退職又は介護職員等の業務以外へ転職した場合・・・業務従事届（現況報告

書・業務従事期間証明書）（第８号様式） 

（退職日までの従事状況が確認できるもの） 

・死亡の場合・・・借受人死亡届（第７号様式）及び除籍証明書又は死亡診断

書の写し 

・心身の故障の場合・・・医師の診断書 

（様式は任意ですが、傷病名、傷病により就労不能であることが記載されたものを提出

してください。） 

 

イ 返還期間 

・返還開始時期は、上記６（１）ア～エの事由が発生した翌月からとなります。

返還届の提出が遅れた場合であっても、事由発生の翌月から返還開始となるた

め、延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。 

・返還期間は、返還事由（上記６（１）ア～エ）が発生した翌月から１２月以内

の期間となります。 

・繰り上げ返済は可能ですが、最終返還期限までに返還が完了しない場合は、延

滞元金に対し、年３％の延滞利子を徴収します。 

 

 ウ 返還方法 

・返還は、月賦、半年賦の均等払い、一括のいずれかとなります。 

・月賦又は半年賦の場合は、上記イの期間内に返還が完了するようにしてくださ

い。 

・一括の場合は、返還事由が発生した翌月末までに全額返還してください。 

 

エ 返還決定通知の送付及び入金方法 

・返還届受領後、県社協にて確認・審査を行い、返還決定通知書を借受人及び連

帯保証人あてに送付します。 

・返還決定通知書に記載されている県社協の銀行口座に振り込んでください。 

（振込手数料は本人負担です。借受人口座からの自動引き落としではありませんのでご留

意ください。） 

   

※月賦において、２か月以上連続して入金がない場合は、電話及び文書による督

促を借受人及び連帯保証人に対して行うことがあります。 
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月賦で返還決定されているが、数か月分をまとめて入金したいなどの事情があ

る場合は、あらかじめ電話等により県社協に連絡してください。 

 

 

７ 契約解除 

 次のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除します。契約解除された場合は、

前章「６ 返還」のとおり貸付金を返還していただきます。 

ア 借受人から貸付辞退の申し出があったとき 

イ 施設、事業所からの採用（内定）が取り消しになったとき 

ウ 採用（内定）を辞退したとき 

エ 死亡や心身の故障により、介護職員等の業務に従事できなくなったとき 

オ 虚偽や不正の方法により貸付を受けたことが判明したとき 

カ その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったとき 
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８ よくある質問 

 

（１）貸付申請 

 

Ｑ１ 前職では介護保険の施設で運転手（調理師、事務員）をしていました。この

たび、別の介護保険サービス事業所で介護職員として就職しましたが介護分野

就職支援金の対象となりますか。 

 

Ａ１ 前職が「介護職員等の業務」に含まれないため、対象となります。 

 

Ｑ２ 前職が障害福祉施設の支援員だった場合は、対象となりますか。 

 

Ａ２ 前職が「介護職員等の業務」に含まれないため、対象となります。 

 

Ｑ３ 過去に介護職員の業務経験はありますが、前職は別の業種で働いていました。

このたび、介護保険サービス事業所への就職が決まりましたが、貸付対象とな

りますか。 

 

Ａ３ 前職が「介護職員等の業務」以外であれば、対象となります。 

 

Ｑ４ 子どもの預け先を探す際の活動費として、電車賃等交通費も対象経費となり

ますか。 

 

Ａ４ 貸付対象となります。 

 

Ｑ５ 就職後、給料をもらうまでの生活が厳しいのですが、家賃に充てられますか。 

 

Ａ５ 生活費は貸付対象外となります。 

 

Ｑ６ 以前、障害福祉分野就職支援金の貸付を受けて、既に返還免除となっていま

す。介護分野就職支援金の申請はできますか。 

 

Ａ６ 過去に障害福祉分野就職支援金の貸付を受けたことがある場合は、返還免除

（又は完済）であっても介護分野就職支援金の貸付を受けることはできません。 
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（２）貸付金の送金 

 

Ｑ１ 貸付決定になった場合、貸付金はどのように送金されますか。 

 

Ａ１ 借用証書に記載された借受人本人の口座に一括で送金をします。 

 借用証書に不備がある場合は、資金の交付が遅くなることがあります。 

 

（３）貸付金の返還 

 

Ｑ１ 介護分野就職支援金は、就職後に２年間介護職員等の業務に従事すれば、返

済しなくてもよいと思いますが、どのような場合に返還となるのですか。 

 

Ａ１ 県内で介護職員等の業務に従事する意思がなくなった場合や、介護職員等の

業務以外の業務に転職した場合等は返還となります。また、仕事の内容が介護

であっても、障害福祉サービスの事業所へ転職した場合は返還となります。（「介

護職員等の業務」については、P.３を確認してください。） 

 

Ｑ２ 返還決定後に計画どおり返済しなかった場合は、どのようになりますか。 

 

Ａ２ 最終返還期限までに返還が完了しない場合は、延滞元金に対し、年３％の延

滞利子が発生します。 

 

（４）業務状況の届出 

 

Ｑ１ 業務従事状況は、毎年報告する必要がありますか。 

 

Ａ１ 業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式）は、以下の①

～③の時期に提出してください。なお、提出がない場合は、貸付金を返還して

いただく場合もあります。 

① 貸付金の交付を受けてから１か月以内（返還猶予申請書と一緒に提出） 

② ３月末までの状況について、４月末まで（返還免除の要件を満たすまで

毎年） 

③ ①②以外で転職等により従事先が変わったとき（変更届と一緒に提出） 

 

Ｑ２ 半年後に退職してしまいました。何か手続きは必要ですか。 

 

Ａ２ 退職後、速やかに以下の書類を提出してください。 

・住所・氏名・勤務先等変更届（第６号様式） 
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・業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式） 

 ※退職までの業務従事状況の証明が必要です。 

 

 なお、次の指定業務従事先が未定で就職活動をする場合は、以下の書類を提

出してください。 

・返還猶予申請書（第９号様式）も必要です。 

 

 また、介護職員等の業務以外の職種に転職する場合は、貸付金を返還してい

ただくこととなります。その場合は、以下の書類を提出してください。 

・返還届（第１０号様式）の提出も必要です。 

・住所・氏名・勤務先等変更届（第６号様式） 

・業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第８号様式） 

 

Ｑ３ 転職の際、再就職までに時間がかかってしまった場合はどうなりますか。 

 

Ａ３ １か月以上期間が開いた場合は、返還免除到達までの期間がその期間伸びる

こととなります。なお、就職活動による猶予は最大１年間となるため、１年以

内に再就職できなかった場合は全額返還となります。 

 

Ｑ４ ダブルワークで介護職員等の業務に従事しています。同じ日に２か所の事業

所で勤務した場合、勤務日数を２日と数えることはできますか。 

 

Ａ４ 勤務日が重複している場合は１日となります。２日と数えることはできませ

ん。 
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９ 様式一覧 

 

使用するとき 様式番号 様式名 ページ 

貸付申請するとき 第１号様式 
介護分野就職支援金貸付申請書 １６ 

（記載例） １８ 

貸付申請するとき 第２号様式 利用計画書 ２０ 

貸付申請するとき 別紙 個人情報の取扱いについて ２１ 

貸付申請するとき 第３号様式 雇用(内定)証明書 ２３ 

貸付契約するとき 第４号様式 借用証書 － 

貸付を辞退するとき 第５号様式 辞退届 ２４ 

借受人及び連帯保証人の住所・氏

名・連絡先・勤務先等の変更があ

ったとき 

第６号様式 住所・氏名・勤務先等変更届 ２５ 

借受人が死亡したとき 第７号様式 借受人死亡届 ２６ 

・返還猶予の申請をするとき 

・毎年の従事状況を報告すると

き 

・勤務先の変更があったとき 

・休職又は退職したとき 

・返還免除の申請をするとき 

第８号様式 

業務従事届（現況報告書・業務従

事期間証明書） 
２７ 

（記載例） ２９ 

返還猶予の申請をするとき 第９号様式 
返還猶予申請書 ３１ 

（記載例） ３２ 

・貸付辞退するとき(交付済の場

合) 

・貸付金を返還するとき 

第１０号様式 返還届 ３３ 

・返還免除の申請をするとき 第１１号様式 返還免除申請書 ３４ 

【参考】 － 各届出手続きについて ３５ 
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